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研究成果の概要（和文）：バブル崩壊以降の被差別部落（同和地区）、特に都市型部落の生活実態に生じた変容を、国
勢調査など既存統計データの再分析などによる明らかにすることを試みた。先行して取り組んだ個別部落の実態調査か
らは、部落の不安定化、とりわけ若者において再不安定化傾向が明らかになり、安定層の地区外流出と不安定層の流入
がこうした傾向に拍車をかけたことが示唆された。こうした知見を、より一般化できる形で検証するために、国勢調査
小地域集計による実態把握を試みた。また、公営住宅や隣接地域との比較を行いつつ、1980年以降の大阪の被差別部落
の変容をこれまでにない精度で明らかにするためのデータセットを作成に着手することができた。

研究成果の概要（英文）：This study aims to clarify Changes experienced in discriminated communities called
 Buraku (Dowa Districts), especially Urban Buraku, after the bubble economy burst, based on the reanalysis
 of existing statistical data, such as the national census. The previous research clarified the destabiliz
ation of Buraku community life, especially for young Burakumin.  This reinforced the tendency that the mid
dle class has moved outside the community and the lower class has moved into the community. Figuring out o
f the actual conditions in Buraku communities, the sub-regional statistics of the national census was used
 for generalization of these findings. And we have started building data set to clarify precisely the chan
ges experienced in post-1980 Buraku communities of Osaka, through the comparison with public housing and a
reas adjacent to Buraku communities.
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１．研究開始当初の背景 
日本社会では、バブル崩壊後、長期不況と

それを契機とする雇用のフレキシブル化が
急激に進んだ結果､欧米社会同様、社会経済
的な格差の拡大、貧困層の増大が顕在化した。
では、日本社会におけるマイノリティは、こ
うした問題にどのように直面することにな
ったのだろうか。 
近年､日本社会における社会的排除の実態

把握として､｢ネットカフェ難民｣、ひとり親
世帯などの｢属性｣に基づいた排除に関する
研究が蓄積されつつある。しかし､社会的排
除が空間的に立ち現れる側面についての研
究は進んでいない。本研究が対象とするのは、
地域としての被差別部落とそこで生活する
人々である。被差別部落民は日本社会におけ
るマイノリティであり、被差別部落は典型的
な社会的排除の集積地の一つである。同時に､
少なくない被差別部落は同和対策事業とい
う特定グループ・地域に対する特別対策によ
り､社会的包摂の試みが総合的･多元的･集中
的になされてきた地域（同和地区）でもある。 
日本社会が社会経済的な格差の拡大､貧困

層増大といった変化に直面することになっ
た時期は、同和地区にとっては､社会的包摂
の試みとして 33 年間継続されてきた同和対
策の特別措置が期限切れを迎えた時期（2002
年）と重なっている。法の期限切れ直前に実
施された大阪府の同和地区実態調査の分析
では、就労をめぐる｢再不安定化の予兆｣が指
摘され､｢再スラム化｣が危惧される状況が明
らかにされた。しかし､法期限切れ後、法を
前提としていた行政調査はなされなくなり、
被差別部落の実態はほとんど把握されない
まま、現在に至っている。 
地域･コミュニティとしての被差別部落に

この間、生じたインパクトとはどのようなも
のだったのか。かねてより低所得､不安定就
業､低学歴傾向が指摘されてきた被差別部落
の人々は、格差拡大や貧困層の増大といった
社会的変化にどのように直面することにな
ったのか。こうした問いに答えることは、｢日
本社会｣がマイノリティをどのような状況に
付置させているのか、さらに貧困と社会的排
除が拡がりを見せるなかで、社会的包摂のあ
り方を検討するうえでも急務な課題である。 
 
２．研究の目的 
本研究は、日本社会における社会的排除の

集積地であると同時に、社会的包摂の取り組
みが集中的になされてきた地域である被差
別部落（同和地区）、特に都市型部落を取り
あげ､バブル崩壊以降､その生活実態に生じ
た変容を、国勢調査小地域集計など既存統計
データの再分析とインテンシブな質的・量的
調査を併用するコミュニティ･スタディの手
法から明らかにする。もって空間的に貧困・
社会的排除状態が集積した地域の包摂に向
けた政治的･経済的･社会的･文化的次元にお
ける支援策のあり方について検討する。 

その際、被差別部落の特質をよりクリアに
捉えるために、低所得層への住宅供給を担っ
てきた一般公営住宅団地との比較を行いつ
つ、その変容を明らかにする。都市型部落の
多くは、老朽密集木造住宅をクリアランスし、
公営住宅（改良住宅、同和向け公営住宅）が
多数を占める地域となっているからである。 

 
３．研究の方法 
本研究は､主に次の 3 つの方法により実施

した。 
(1)社会的排除地域に関する理論的整理：社

会的排除の地域的顕現に関してこれまで蓄
積されてきた研究成果を被差別部落の分析
に適用するための理論的検討を行い、分析枠
組みを構築する。 

(2) 国勢調査小地域集計を用いた被差別部
落の実態把握：京阪神圏の被差別部落につい
て、国勢調査小地域集計（1995年・2000年・
2005年・2010年）を用いて、その実態と変
容の把握と類型化を試みた。小地域集計の境
界と被差別部落の境界が重なっている場合、
該当する町丁字のデータを取り出して 集計
すると、被差別部落の実態把握のためのデー
タとして利用できる。 

(3)国勢調査の個票データを用いた被差別
部落の実態把握：大阪府の国勢調査の個票デ
ータを用い、調査区データを用いて被差別部
落（同和地区）を抽出し、大阪府全体と比較
しつつ被差別部落の実態を把握する。「公営
住宅」については、住宅の所有関係が「公営
の借家」である層を取り出す。また、「隣接
地域」として、部落を含む小地域（町丁目）
と面または点で隣接する小地域と、被差別部
落を含む小地域から被差別部落に該当する
調査区を除いた範囲を取り出す。 
	 
４．研究成果	 

(1) 社会的排除地域に関する理論的整理 
地域と貧困・社会的排除はいかなる機制に

よって結びついているのか。こうした機制を
明らかにする研究として W.ウィルソンの一
連の研究がある。ウィルソンは脱工業化がア
メリカの大都市に社会的分極化をもたらし、
アンダークラスと呼ばれる新たな貧困層を
生み出していること、そして、その名称とは
異なり、新しい貧困は既存の下層部分、イン
ナーシティの黒人ゲットーに集中的に発生
していることを明らかにしている。ここで地
域は二つの方向で貧困や社会的排除と結び
つく。一つには、脱工業化によりインナーシ
ティから不熟練労働が失われ貧困が深刻化
したことに加えて、アファーマティブ・アク
ションの意図せざる結果として黒人中産階
級等の流出が生じたため、インナーシティに
は不利な立場の人々だけが残された。もう一
つには、貧困層の集中それ自体がそこに住む
人々にさらなる機会の制約を課すことで、社
会的混乱の度合いを深化させた。つまり、貧
困や社会的排除は地域的に集積し、地域的集



積はさらなる貧困や社会的排除の集積や深
化を招き寄せる。地域は、脱工業化やグロー
バリゼーションといったマクロな社会変動、
雇用政策や経済政策、社会政策に翻弄される
従属変数である。同時に地域は、固有の生活
文化やネットワークの母胎であり、貧困や社
会的排除の継続・深化に、マクロな社会変動
や政策などには回収されない機制を発動さ
せる独立変数でもある。 
被差別部落においても、大阪の都市部落に

おけるいくつかの実態調査は、日本社会全体
で雇用の不安定化が進行する中、同和対策事
業の終焉により安定化への梯子が外される
――このような二重の不安定化の圧力にと
りわけ部落の若者が直面していることを明
らかにしている。さらに同和対策事業の終結
と関わって、比較的若い安定層の部落からの
流出が進行していることも示唆されている。
都市部落の現在、そして予想される将来は、
景気後退・産業構造の転換、黒人中産階級の
インナーシティからの流出を経験したアメ
リカ大都市のインナーシティと重なる。また、
先行研究の検討から、かねてから貧困が地域
的に集積していたことによる履歴効果、当事
者運動が引き出した公的事業の意図せざる
帰結として、個的な生活向上・維持戦略の定
着を阻む生活文化が存在し、達成モデルも限
定されていたこと、そして地区内の「なんと
かやり過ごす」ネットワークは事業終結と担
い手の流出によりその機能を弱体化させて
いることなど、部落においても、貧困や社会
的排除の地域的集積が、そのさらなる集積や
深化を招き寄せる機制が見られることを明
らかにした。 

 
(2) 国勢調査小地域集計を用いた被差別部

落の実態把握： 
各被差別部落関係者からの情報提供によ

り国勢調査の小地域との境界の重なりを調
べ、重なりの大きい大阪府と兵庫県の被差別
部落（同和地区）について、国勢調査小地域
集計を用い、人口・世帯・学歴・就業を中心
とする実態把握を行った。兵庫県の 3地区に
ついて、国勢調査小地域集計の分析と当該地
域関係者へのヒアリングから得られた知見
の概略は次の通りである。 
中山間地域に位置する丹波市 N地区は、建

設業をはじめとする自営業主が多く「商売人
のムラ」と特徴づけられる伝統を持った地域
である。過疎問題を抱えた山間部を多く含む
丹波市と比較して、人口減少・少子高齢化が
著しいわけではない。また、若年女性を除い
て低学歴傾向も見られず、失業率は低い傾向
が見られた。 
姫路市 T地区は、皮革業が集積する地域で

あったが、その衰退により、2010 年までの
35 年間で人口は 5 分の 1 にまで減少してい
る。近年の転出者の中心は比較的世代、子育
て世帯で、ヒアリングによると経済的に安定
した層が少ないない。結果、少子高齢化が著

しく進行した。学歴構成・職業構成は、女性
では若年になると姫路市女性と目立った違
いが見られなくなるが、男性では若年でも低
学歴傾向、ブルーカラー割合の高さが顕著で
ある。 
神戸市B地区は公営住宅が 8割強を占める。

世帯の小規模化・単独化傾向がより顕著であ
るが、少子高齢化の進行は長田区全体と同程
度である。一方で、若い世代においても低学
歴傾向が著しく、ホワイトカラー割合が低く、
ブルーカラー割合が高い傾向は、若い世代に
おいても顕著である。 

 
(3)国勢調査の個票データを用いた被差別

部落の実態把握： 
当初の計画では、(2)により公営住宅街と比

較しつつ実態把握を行い、被差別部落の類型
化を行う予定であった。しかし、同和地区の
境界確定の困難さに加えて、詳細に地区範囲
を確定できても小地域集計による把握が難
しいケースが頻出することになった。そのた
め、小地域集計を用いた実態把握は少数にと
どめ、本研究の途中段階で利用可能になった
国勢調査の個票データを用いた実態把握に
転換することになった。 
国勢調査の個票データの処理、被差別部落

（同和地区）を調査区単位で抽出する作業等
に非常に長い期間を費やすことになったが、
2010 年国勢調査については、データセット
を確定するに至った。この過程で、次のよう
な成果を得た。 
まず、かなりの誤差を含む小地域集計によ

る把握と異なり、被差別部落（同和地区）の
範囲と完全に一致するデータを抽出できた。
また、変数が限られている小地域集計とは異
なり多様な分析が可能なデータセットを作
成できた。これらにより、被差別部落（同和
地区）と大阪府全体、隣接地域、公営住宅と
の比較が可能となった。また、入手済みの
1980年・1990年・2000年の国勢調査データ
を用いることで、これまでの各種実態調査で
は困難であった現在に至る変化を正確に把
握することが可能となった。 
研究計画の中途での方針転換により、個票

データを用いた本格的な分析には至ってい
ないが、公営住宅や隣接地域との比較を行い
つつ、1980 年以降の大阪の被差別部落の変
容をこれまでにない精度で明らかにするた
めの基礎的作業を終えることができた。 
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